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新学習指導要領対応！！
小学校社会科  わたしの指導提案

　日本文教出版では，「学校教育法等の一部を改正する
法律」の公布により制度化された「学習者用デジタル教
科書」を発売します。 

① 学習者用デジタル教科書

▲ 6 年  P.8-9

　こちらは，学校教育法において規定された基準におい
て，必要に応じて紙の教科書に代えて利用することがで
きます。

●  拡大，リフロー（画面に合わせた配置変換）
●  音声読み上げ 
●  色の反転，配色設定 
●  総ルビ表示 
●  書き込み，保存

　2020 年度版『小学社会』に準拠したデジタル教材です。
電子黒板などの大型提示機器や，個人端末（タブレット
PC）を利用して，主体的・対話的で深い学びをおこなう
ことができます。

② 指導者用／学習者用デジタル教材
①表示・非表示を簡単切り替え。グラフ・地図の読み取　
　りに便利な「凡例別表示」
②教科書掲載の全ての写真や図版をクリック一つで「単
　独拡大」
③徹底的にこだわった動画資料・アニメーションを収録

商品情報
●「学習者用デジタル教科書」３年～６年
●「指導者用デジタル教材」       ５年，６年
●「学習者用デジタル教材」       ５年，６年
●   発売：２０２０年４月（予定）

●   価格：未定
●   動作環境：弊社 Webサイトに
　 て順次お知らせいたします。

※表示ソフトウェアは「まなビューア」を採用しています。 
※本ソフトウェアは開発中のため，本記載の内容及び仕様は
　予告なく変更する場合があります。 
※動作環境は，弊社 Web サイトで順次お知らせします。

特別な配慮を必要とする児童にご活用いただける機能
を搭載しています。

※紙の教科書と同一内容であり，教材コンテンツは収録して
　おりません。
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● 埼玉県さいたま市立新和小学校校長   河野 秀樹
● 愛知教育大学准教授     真島 　子

▲ 3 年 P.147-148

◀︎ 3 年 P.146

▲ 3 年 P.120

　学習指導要領の改訂に伴い，第３学年の社会科

の内容は，どのような点が変更されたのだろうか。

 （１）身近な地域や市の様子では，町探検の活

動が縮小され，市に重点が置かれるようになっ

た。また，都道府県における市の位置が追加され

るとともに，市役所の働きを必ず取り上げること

が明記された。（２）地域の生産や販売の仕事で

は，生産は地域の人々の生活との密接な関わりを，

販売は売り上げを高めるよう工夫して行われてい

ることを理解することが加わった。（３）安全を

守る働きは，今回新たに３年生の学習内容に位置

付けられ，火災と事故の取り上げ方に軽重をつけ，

効果的に指導することが求められた。（４）市の

様子の移り変わりは，これまで扱ってきた道具の

移り変わりから，市の様子の移り変わりに内容が

変更された。

 （１）身近な地域や市の様子では，都道府県内に

おける市の位置，市の地形や土地利用，交通の広

がり，市役所など主な公共施設の場所と働き，古

くから残る建造物の分布などに着目しよう。「考

え方」のポイントは，場所ごとの様子を比較した

り，主な道路と工場の分布，主な駅と商店の分布

など土地利用の様子と，交通などの社会的な条件

や土地の高低などの地形条件を関連付けたりして，

市内の様子は場所によって違いがあることを考え，

文章で記述したり，白地図にまとめたりすること

である。

 （２）地域の生産や販売の仕事では，生産につい

ては，仕事の種類や産地の分布，仕事の工程など

に，販売については，消費者の願い，販売の仕方，

他地域や外国との関わりなどに着目しよう。「考

え方」のポイントは，生産の仕事の様子と地域の

人々の生活を結び付けて関連を考えたり，販売の

仕方と消費者の願いを関連付けて考えたり，文章

や図表にまとめて説明したりすることである。

 （３）安全を守る働きでは，施設・設備などの配

置，緊急時の備えや対応などに着目しよう。「考

え方」のポイントは，地域社会の一員として協力

できることを考えた

り，自分の安全を守

るために日頃から心

掛けるべきことを選

択・判断したり，そ

れらを基に話し合う

ことで，地域社会の

一員としての自覚を

養うようにすること

である。

 （４）市の様子の移り変わりでは，市町村合併の

時期，交通の整備や公共施設の建設，人口の増減

などの視点から市の様子が大きく変わったいくつ

かの時期に着目しよう。「考え方」のポイントは，

市の人々や生活の様子について現在と比較して年

表などにまとめたり，その変化の傾向を考えたり，

将来どのような市になってほしいか，そのために

は市民としてどのように行動すればよいかを考え

たり，討論したりすることである。

　第３学年を終えた子ども達の姿（到達イメー

ジ）を見据えて授業を構想し，段階的に「見方・

考え方」を働かせるように指導することが肝心で

ある。（真島）

第３学年社会科は，
どこが新しくなったか？

「見方・考え方」のポイントは何か？

　さいたま市は，平成13年に浦和市，大宮市，与

野市が合併し，その後平成17年に岩槻市が加わっ

て現在に至る。そこで，旧市に偏ることなく，

オールさいたまとしての移り変わりを学習するよ

うに配慮しなければならない。また，交通や公共

施設，土地利用などの視点に沿って毎時間調べて

いく学習ではなく，問題解決的な学習の中でそれ

らの視点を踏まえて追究・解決できるように，交

通の変遷をもとに四つの時期に分けるようにし

た。明治初期の荒川や見沼通船を利用した舟運の

時期，明治から大正にかけて現在の高崎線や東北

本線の鉄道が敷かれた時期，昭和の高度成長期に

国道や東北自動車道などが整備され自動車が利用

されるようになった時期，さらに，さいたま新都心

駅が開業し，さいたま市が誕生した現在である。

　まず，導入では市の移り変わりを交通に着目し

て四つの時期に分けるとともに，それぞれの時期

の人々の生活や道具についても着目させる。その

ために，さいたま市立博物館では聞き取りや展示

物の見学だけでなく，昔の道具や遊びの体験を行

い，学習問題をつくるようにした。また，それぞ

れの時期を調べる際には，地図や写真を前の時期と

見比べたり，絵グラフなどで示したりしながら，情

報を的確に読み取るようにした。

　これからの市の発展について考えることができ

るように，新たな学習問題をもとに学習する時間

を２時間設定した。まず，市の現在の様子を学習

する際には，市役所などが作成している大人向け

の資料を分かりやすく整理して提示したり，市役

所で働いている人から直接説明してもらったり，

人口減少や少子高齢化，外国人居住者の増加など

に触れたりしながら調べていく。そこで，自分た

ちが住むまちの今や未来には課題があることや，

すでに様々な取組をしていることを知る。その

際，市役所の働きには租税が重要な役割を果たし

ていることにも触れていく。

　本単元で学習してきた，さいたま市の過去，現在

を踏まえて，市の将来がどのようになってほしい

か，そのためには市民としてどのような行動をして

いけばよいか，多様な意見が交換されるように考

えたり討論したりする活動を設定する。（河野）

よりよい市の未来を考える

さいたま市のようすと
　　　くらしのうつりかわり

　年表にまとめる際には，模造紙大の用紙に時期

の区分を昭和や平成などの元号だけでなく，西暦

や「今から◯年前」「お父さんやお母さんが子ど

もの頃」などと示し，これまで学習してきたこと

を年代順に整理していく。また，出来事や道具を

書く短冊カードの色を変えたり，絵や写真を入れ

たり，表の上下を「市の出来事」と「くらしや道

初めて年表を学ぶ

問題解決的な学習を展開する

大単元事例

具」に分けたりして，

出来上がった年表を見

ながら学習問題につ

いて考え，グループ

や学級全体で話し

合うようにした。

第   3  学年の指導提案

2 3



3
年

4
年

5
年

6
年

年
間
を
通
し
た

見
通
し
と
振
り
返
り

●大単元名	 さいたま市のようすとくらしのうつりかわり
●大単元の目標	 交通や公共施設，土地利用や人口，生活の道具などの時期による違いに着目し，見学や聞き取り 
　　　　　　 調査をしたり，写真や地図などの資料で調べたりして，年表や絵カードにまとめ，市や人々の生活 
　　　　　　 の様子を捉え，それらの変化を考え，表現することを通して，さいたま市やそこに住む人々の生活は 
　　　　　　 時間の経過に伴い移り変わってきたことを理解できるようにし，地域に対する誇りと愛情，地域社会 
　　　　　　 の一員としての自覚を養う。

●市や人々のくらしが，移り変わってきたことに関心をもつ。
　　　 昔と今の大宮駅の鉄道や人々の写真

●さいたま市の取組を，市役所の人の話や資料をもとに調べる。
　　　 さいたま市の将来都市構造図
●さいたま未来プランを絵カードにまとめる。

●さいたま市立博物館を見学して，昔の道具や遊びの体験をする。
●さいたま市立博物館を見学して，市の移り変わりを調べる。
●さいたま市立博物館を見学して，昔の道具や遊びの体験をする。
●さいたま市立博物館を見学して，市の移り変わりを調べる。

主な学習活動

人や物を運ぶのも昔と今ではちがう。
どのようにかわってきたのかな。

これまで市やくらしがうつりかわってきたけれど，
これからはどのようにかわっていくのかな。

資料

資 料

資

資料

資 料

資

ポイント

●市や人々のくらしが，移り変わってきたことに関心をもつ。
●舟が使われていたころのようすを写真や地図などで調べる。
　　　 荒川の舟運や見沼通船の写真
●鉄道が通ったころの市の様子を写真や地図などで調べる。
　　　 鉄道の広がりの図
●鉄道が通ったころの製糸工場の様子を写真や図などで調べる。
●鉄道が通ったころの人々のくらしを絵や実物などで調べる。
●高速道路ができたころの市の様子を写真や地図などで調べる。
●高速道路ができたころの人々のくらしを写真などで調べる。
●さいたま新都心駅ができてから今までの市の様子を写真などで調べる。
●さいたま新都心駅ができてから今までの人々の様子を聞き取りで調べる。
●市の出来事と人々の暮らしをグループで年表に整理する。
●年表をもとに学習問題について話し合い，新たな問題を考える。

資料

資 料

資

資料

資 料

資

　市の様子の移り変わりの単元は， 第３学年社会科の総まとめと
して位置付けられる。 これまでの学習では， 「位置や空間的な広が
り」や「事象や人々の相互関係」に着目して「見方・考え方」を働か
せてきた。 この経験をもとにしながら， さらに， 「時期や時間の経
過」に着目して, 市や人々の生活の様子を捉え， それらの変化を考
え， 表現することがこの単元のポイントとなる。
　本単元では， 交通や公共施設， 土地利用などの視点に沿って毎
時間調べる学習でなく， 問題解決的な学習の中でそれらの視点を
踏まえて追究・解決できるよう， 交通の変遷をもとに四つの時期で
考えた点が秀逸である。 導入で， 昔と今の大宮駅の鉄道や人々の

写真を比べて時間の経過による変化を捉えさせたり， 博物館を
見学して， 昔の道具や遊びの体験をしたりする等, 体験的な活
動から市の様子が大きく変わった時期を捉えて学習問題を作る
流れは， 子どもの主体的な学びを保障する上で極めて重要で
ある。 導入で子どもの素朴な疑問を引き出し， もっと知りたい！ 
調べたい！ という知的好奇心を掻き立てる学習へ転換できれば，  
その後の追究活動は子どもが自らの疑問を解決しながら学習
問題に迫ることが可能となる。 市の様子や人々の生活につい
て， 過去をたどり， 現在を見つめ， 未来に向けて考える単元の
構成は， 第3学年のまとめにふさわしい学習である。

児童の活動と内容 指導上の留意点

①今のさいたま市の様子を振り返る。
教今のさいたま市は，どのような様子でしたか。
児 お年寄りの割合が年々増えてきている。
 児  国際的なイベントも行っていて，外国人住民も年々増えている。
教将来のために，市役所の人たちはどのような計画を立てているの 
　だろう。

・前の時間に学習した人口に関わる資料を提示しなが
ら，少子高齢化や外国人住民の増加などを想起させ
るようにする。

・児童に 10 年先の自分を想像させ，その時には自分
たちも成人し社会に出て働いている人もいることを考
えさせ，切実感をもたせる。

②市役所の人の話を聞いたり，質問をしたりする。
教市役所の人に，将来のためのまちづくりを聞いてみましょう。
児人口が減っていくと，税金も減り，市の運営が難しくなる。
児店やみんなが使う施設を集め，便利な生活ができるまちにする。
児スポーツや歴史・文化などの地域の特色を生かしたり，子育てや 
　お年寄りの施設を集めたりして住みよいまちをつくる。
児自然環境を生かし，自然とともに生活できるまちをつくる。
児それぞれのまちを道路や鉄道などで結ぶようにする。

・「さいたま市都市計画マスタープラン」についての説
明を市役所の都市計画課に依頼する。

・市役所の人の話は，児童にとって用語が専門的で難
しいので，事前の打ち合わせで言葉の平易化を依頼
する。

・中心資料の「将来都市構造図」は難しいので，簡
易化して提示する。

・租税の役割や意味について補説する。

③資料をもとに市のほかの取組を調べ，発表する。
教  市役所では，ほかにも取り組んでいることがあるのかな。
児電気自動車や燃料電池自動車，天然ガス自動車を広めている。
児子どもだけの仮想のまち「ミニ◯◯（区）」を行っている。
児お年寄りが仕事をしたり学んだり活躍できるようにしている。
児駅のホームドアなど，市内のバリアフリー化を進めている。
児インターネットがしやすいよう Wi-Fi環境を整えている。
児利用しやすいコミュニティバスや乗合タクシーを増やしている。

・「まち・ひと・しごと創生法」に基づき国の「総合戦
略」を勘案した「さいたま市まち・ひと・しごと創
生総合戦略（2018 改訂版）」や「しあわせ倍増プ
ラン 2017」「さいたま市成長加速化戦略」などの
事業から市の取組を取り上げていく。

・多角的に考えさせるために，取組の対象を高齢者や
外国人だけでなく，妊婦，障害者，児童生徒，労
働者など様々な立場の市民を想定する。

④分かったことをグループで話し合い，ノートにまとめる。
教グループで発表した後に，振り返りの感想を書きましょう。
児さいたま市では様々な計画や取組を進めていて驚いた。
児さいたま市のこれからについて考え，市の取組に参加したい。

・児童の感想を次時の学習につなげていく。
・市役所の人から児童の学習について評価をしていた

だき，次時の学習への意欲を高める。

教…教師の発問・指示・説明例
児…予測される児童の発言

本時の展開例

…配分時間

わたしたちの問題 　だれもがこれからもよりよくくらしていくために，さいたま市はどのようなことを 
　　　　　  　　しているのだろう。

15分

10分

10分

10分

　　　…本時の中心発問わたしたちの問題

学習問題 　わたしたちがくらすさいたま市は，どのようにかわってきたのだろう。

学習問題 　さいたま市をこれからもはってんさせていくには，どのようにしていけばよいのだろう。

●市の計画図を簡易化し提示する。
●市役所の働きの中で，租税の役 
 割に触れる。

●グループ学習など，話し合う場面 
 を取り入れる。
●交通の広がりや分布図を提示しな 
 がら，空間的な見方・考え方を 
 働かせるような問いかけを行う。
●祖父母などから，くらしの様子を 
 聞き取る活動を行う。
●人口に着目する際に，合併による 
 広がりや政令市移行に触れる。
●今の市の様子について，少子高 
 齢化や国際化を取り上げる。
●年表にまとめる際に，元号を取り 
 上げる。
●年表にまとめた出来事をそれぞれ 
 つなげて考えさせる。

●２枚の写真を時間的な見方・考 
 え方を働かせながら，比べて考 
 えさせる。
●博物館を学習への動機付けに活用 
 するとともに，見学の仕方を指導 
 し，今後の利用につなげる。
●市の様子が大きく変わった時期 
 を，交通を軸に四つに分ける。

単元計画案
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わたしたちの県1

　わたしたちの住んでいる都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

の特色を，

調べていきましょう。

日本の都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

　わたしたちの住んでいる日

本には，全部で47の都道府県（１都１道２府

43県）があります。都道府県の形や面
めん

積
せき

，特
とく

色
しょく

など，さまざまです。

①日本の都道府県

家族といっしょに旅行でおとずれた

都道府県はどこか，さがしてみるね。

日本には，47の都道府県があるんだね。自分
たちの住んでいるところは，どこにあって，

まわりには，どんな都道府県があるのかな。

かじゅ園についても３年生で学習したね。くだも
のやかきを作っている都道府県はどこなのかな。

④の写真は，木を加工する工場だね。工場の近く
に，加工するほどたくさんの木があるのかな。

③の写真には，自動車がたくさんうつっている
ね。どこでつくられているのかな。船があるけれ

ど，自動車を積
つ

んでどこかに運ぶのかな。

スーパーについては，３年生で学習したね。②の
写真を見ると，売られている品物がどこの都道府

県でつくられたのかわかるね。

②スーパーで売られている特
とく
産
さん
物
ぶつ

④木
もく
材
ざい
を加工する工場

③船で運ばれる自動車

⑤かじゅ園での作業のようす

⑥かきの養
よう
しょくのようす

　人の力で，魚や貝などを育ててふ
やすことです。くわしくは，５年生
で学習します。

養しょく
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　従来は，「火災，風水害，地震」から選択して

学習することになっており，自然災害を学習しな

いケースも多かった。しかし，今回の改訂で「自

然災害」は独立して４年に位置づけられた。地震

災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などか

ら，県内で発生したものを選択する。政治の働き

に関心を高めるようにするため，県庁や市役所の働

きなどを中心に取り上げ，防災情報の発信，避難体

制の確保などの働き，自衛隊など国の機関との関わ

りを取り上げることとなった。また，自分たちにも

できることを選択・判断できるようにする。

　県内の主な文化財や祭りなどの年中行事を大ま

かに捉えた上で，絞り込んだ事例をもとに，継承

を支える人々の願いや努力を学習する。地域の発

展に尽くした人々については，開発，教育，文化，

産業などに新しく医療が追加され，これらから選

択する。伝統や文化の保存や継承のために，自分

たちにできることを考えたり，選択・判断したり

できるようにする。

　県内の特色ある地域については，国際交流が加

わった。地場産業，地域の資源（自然または伝統文

化）の保護・活用とともに，様々な組織や人々が協

力して，まちづくりや産業を発展させていることを

理解し，自分たちの地域と比較を通して地域の特色

を考えることができるようにする。（柴田）

自然災害から人々を守る

　今回の学習指導要領改訂の趣旨及び要点におい

て，第４学年では「地域社会における災害及び事

故の防止」の内容の取扱いに示されていた「風水

害，地震など」が独立させられ，「自然災害から

人々を守る活動」として示されている。具体的

には，「地震災害，津波災害，風水害，火山災害，

雪害などの中から，過去に県内で発生したものを

選択して取り上げる」ということが示されてい

る。その際に，政治の働きに関心を高めるために，

「県庁や市役所の働きなどを中心に取り上げ，防

災情報の発信，避難体制の確保などの働き，自衛

隊など国の機関との関わりを取り上げること」が

示されている。

　 ま た ， 本 内 容 に お け る 具 体 例 と し て ， 「 過

去 に 発 生 し た 地 域 の 自 然 災 害 」 や 「 関 係 機 関

の 協 力 」 な ど に 着 目 し て ，「 聞 き 取 り 調 査 」

「 地 図 や 年 表 な ど の 資 料 」 等 を も と に ， 調

べ て 整 理 し ， 過 去 の 自 然 災 害 に 対 す る 協 働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

的に対処してきたことや，今後想定される災害に

対する備えについて理解できるようにすることで

あると例示されている。

　本小単元ではこれらの点を踏まえ，市役所など

の行政と地域住民とが連携（協働）して行っている

活動を取り上げる。また，「広島県では，これまで

どのような自然災害が発生し，どのような被害が

あったのか」「被害を減らすために関係機関や人々

はどのように協力しているのか」など『学習指導

要領解説』で例示されたものをもとに，問いを設

けるようにする。そして，最後に地域で起こり得

る災害を想定し，日頃から必要な備えをするなど，

自分たちにできる自然災害への備えを選択・判断

できるように指導していく。

　授業開発の視点として，主に広島県で起こっ

た「2018年西日本豪雨災害」「2014年広島豪雨

（土砂）災害」を取り上げ，どのような災害で

あったのか，当時の新聞記事やニュース等，メ

ディアを活用しながら想起できるようにする。そ

の後，広島市で水害が多い理由やその対策などに

ついて調べる活動を設定する。また，実際に被災

され現在まで地域の復旧や復興に取り組まれてい

る復興交流館の方から災害の概要や現在までの取

り組みについて話を聞く場を設けるようにする。

　このように身近な豪雨（土砂）災害について学

習する中で，災害時や災害後に広島市による，ど

のような政治のはたらきがあったのかを確認する

とともに，災害ボランティアの存在や，民間支援

団体との協力関係，地元住民が自ら行っている活

動（自主防災会や復興交流館の活動など）につい

て示し，復旧や復興を進めるさまざまな取り組み

が行われていることについて理解できるようにす

る。

　最後に本単元の学習を通して，災害時や災害後

の行政や住民との協働した復旧・復興の取り組み

や，住民による伝承の意味，それを受けて防災や

減災に向けた備えが重要であることを理解できる

ようにする。そして，子どもたち自身が自然災害

を他人事ではなく自分事として考えていけるよう

にしたいと考える。（伊藤）

第   4  学年の指導提案
自然災害から人々を守る活動● 広島大学附属東雲小学校教諭 伊藤 公一

● 名古屋大学大学院教授 柴田 好章

大単元事例

単元構想に向けた視点

「政治の働き」を踏まえた授業開発

　学習指導要領では，これまで３・４年の目標や

内容はまとめて示されていたが，今回は各学年

が独立した。教科書構成も「３・４年上・下」から，

各学年独立した教科書となる。４年では，５つの

内容（新教科書では６単元）から構成され，自分

たちの県を中心に学習が展開する。

　最初の大単元は，年間を

通した自分たちの県に関す

る学習の導入にあたる。日

本の中での県の位置や近隣

の県との位置関係，県内

の地形の様子，土地利用，

交通網，産業や人口の分布

など，自分たちの県の地理的環境の概要を理解し，

その特色を考え表現することができるようにする。

地図帳や資料を活用し，白地図にまとめる技能を

身につける。47 都道府県の名称と位置については，

理解することが明記されるようになった。

　まず，飲料水，電気，ガスを供給する事業につ

いて学習する。内容としては，健康な生活の維持

と向上に，安全で安定的に供給できることが加

わっている。次に，廃棄物を処理する事業につい

て学習する。内容としては，資源の有効利用に，

衛生的な処理が加わっている。また，仕組みが計

画的に改善され公衆衛生が向上してきたことも加

わっている。なお，従来「法やきまり」は飲料水，

電気，ガスの確保においても扱うものとされてい

たが，廃棄物の処理のみに限定された。また，ご

みの減量や水を汚さない工夫など自分たちにでき

ることを選択・判断できるようにする。

わたしたちの住む県

健康なくらしを守る

県内の特色ある地域

県内の祭りや地域の発展に
つくした人々

▲ 4 年 P.6
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単元計画案

　

●大単元名	 自然災害から人々を守る活動
●大単元の目標	 広島県でこれまで起こった自然災害について，どのような被害があったのか，被害を減らすために行	
	 政や関係機関や人々はどのような工夫や努力をしているのかなどについて調べ，調べたことを整理し
	 まとめることを通して，地域で起こり得る災害を想定し，日頃から必要なそなえをするなど，自分たち	
	 にできる自然災害へのそなえについて考えることができる。

2018 年に起きた西日本豪雨災害について想起させ，広島県で大きな
被害があったことに着目させる。また，2014 年に同じ広島で起きた広
島豪雨災害が，どのような災害であったのか，関心をもたせる。

　　　 「2018 年西日本豪雨災害」「2014 年広島豪雨災害」の 

　　　 被害の様子が分かる写真

主な学習活動

資料

資 料

資

●	近年，自分たちの住む広島県で	
　甚大な被害をもたらした２つの豪	
　雨災害を想起させ，子どもたち	
　にとって身近な問題であることを	
　おさえる。
●	学習問題につながる疑問をもと	
　に，問題解決につながる学習問	
　題づくりを行い，学習の見通しを	
　もたせる。

ポイント

●	広島県では，過去にこれまでどのような自然災害が起こったのか
　調べる。
　　　 広島県の災害の記録　広島県内で起きた災害当時の新聞

　　 　太田川河川事務所 HP

●		広島市では，なぜ水害（土砂災害・洪水・高潮など）が多いのか，
　その理由を考える。
　　　 「太田川三角州の干拓・埋立による開発進展状況」

　　　 「標高地形図」「わたしたちの広島３・４年」

●		水害に備えた様々な工夫について調べ，整理しまとめる。
●		広島市で起こった水害の中で，2014 年広島豪雨災害（土砂災害）
　について調べ，関係機関の働きについて調べる。
　　　 インタビュー資料（市役所の人・災害ボランティア，民間支援 

　　 　団体，自主防災会の人の話・住民の話）　写真（自衛隊によ 

　　　 る救助活動の様子）　県の取り組みについて

●		自然災害にそなえた広島市の取り組みや，自分たちにできることを
　	考え，話し合う。

●	「過去に発生した地域の自然災	
　害」について調べる活動を設定	
　することで，広島市は水害の多	
　いまちであることに気づかせ，そ	
　の理由を資料から読み取らせる。

●	2014 年の豪雨災害における「関	
　係機関の協力」に着目させる。

●	ハザードマップの活用，避難訓練，	
　家族と避難場所の確認など，子ど	
　もたち自身にもできることを考えさ	
　せる。

資料

資 料

資

資料

資 料

資

児童の活動と内容 指導上の留意点

①2014年広島豪雨災害（土砂災害）
　についての学習を振り返る。
教広島豪雨災害（土砂災害）が起こった際に，関係機関の人々は
　どのような取り組みを行ったのでしょう。
児 	広島市と住民とが，協力して支援を行っている。
	児 	住民の意見を聞きながら，広島市は支援や復旧を行っている。

・「復興まちづくりプラン」や広島市役所の方の話を想
起させることで，市役所と住民との協働したまちづく
りが重要であることをおさえる。
・市役所と住民による協働したまちづくりの具体的な
取り組みについて確認する。

②協働した取り組みである「復興まちづくりプラン」
　や復興交流館の方の災害を伝承する大切さについて
　の話を聞き，本時の学習問題を設定する。

・復興交流館の方の話から，「被災者にとって思い出
したくない過去なのに，なぜ災害について伝え続け
ようとするのだろうか」と問いかけることで，伝承の
目的がいつ起こるか分からない自然災害にそなえて
ほしいという思いからきたものであることをおさえる。

③防災や減災のための取り組みについて調べ，
　自分の考えをまとめる。
教どんな取り組みが行われているのか，資料から読み取ろう。
児ハザードマップを作成している。
児防災や減災のための施設（砂防堰堤など）の建設を計画している。
児防災士（防災リーダー）を育てている。
教わたしたちは，災害に備えてどんなことができるのか考えよう。
児近所の人のことを知っておくことや，知ってもらうこと。
児ハザードマップを活用して，避難経路を確認する。
児自分の命は自分で守るために，「これぐらい大丈夫」だと思っても，	
　すぐに逃げる。

・広島市で災害が起こった場合，どのような被害が出
るのかを考えさせることで，災害に対する危機意識
を感じられるようにする。
・	災害に備えた取り組みについて，資料（ハザードマッ
プなど）をもとに考えられるようにする。
・	防災や減災に向けて，子どもたち一人ひとりが大切
だと思っていることを，ノートに書く時間をとる。

・災害が他人事でなく，自分の事として考えられるよう
に，資料（減災に向けた取り組みについて）を配付
する。

④本時の学習を振り返る。
児ハザードマップの作成等，広島市は様々な取り組みを行っている。
児災害がもし起こった時のために，避難経路の確認等日ごろから自
　分事として考えておくことが大切。

・わたしたちの問題として設定した取り組みを，整理し
てまとめられるように，２つの視点を示す。
　①自然災害にそなえた広島市の取り組みについて
　②自分たちにできるそなえについて

教…教師の発問・指示・説明例
児…予測される児童の発言

本時の展開例

…配分時間

10分

10分

15分

10分

　伊藤先生の単元構想の基本的な流れは，自然災害を自
分の身近な問題として子どもがとらえられるようになっ
ている。まず，地域で発生してきた様々な自然災害を概
観する。そして過去に起きた1つの自然災害に絞り込み，
災害の対処と備えについて，様々な組織の働きや人々の
つながりに着目しながら調べ活動を展開する。子どもが
常に自分事として考え続けられるよう，命を守るという
願いが単元全体につらぬかれている。
　特に，単元終末の本時では，災害に備えるために市役
所が取り組んでいることと一緒に，子どもが自分自身で

できることを考える展開になっている。関係機関の働
きと，子ども自身の選択・判断が，不即不離の関係に
ある。
　災害への対処や備えは，他人任せにできるはずはな
い。子ども自身が解決に向けて考えたり動き出したり
しなければならない。災害に備えて自分が何ができる
のかを考えることは，自分や自分にとって大切な人の
命を守ることの重要性に気づく機会になる。

資料

資 料

資

大単元導入

自然災害からわたしたちのくらしを守るために，
どのような人が，どのような工夫や努力を行っているのだろうか。

どのようにして，災害からわたしたちの
くらしを守っているのだろう？

　　　…本時の中心発問わたしたちの問題

わたしたちの問題 　自然災害にそなえた広島市の取り組みや，自分たちにできるそなえについて考えよう。

学習問題 　
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　学習指導要領の改訂による５年の内容の変更点

を整理して示すと，大きくは次の４点になる。

　　● 国土学習と環境学習について
　　● 食料生産と工業生産の概要について
　　● 生産性や品質と工業製品の改良について
　　● 情報を生かして発展する産業について

　国土学習と環境学習に関する内容は，これまで

学習指導要領上では，同じ内容項目の中で示され

ていた。今回の改訂により，内容項目の(1)に「我

が国の国土の様子」，内容項目の(5)に「我が国の

国土の自然環境と国民生活との関連」と，それぞ

れ個別の内容として示されることになった。

　これは，国土学習については，これまで

以上に我が国の国土としての領土学習のあ

り方を明確にすることを意図したものであ

る。環境学習については，自然環境と国民

生活の関連の中でも，続発する自然災害に

関する学習をさらに充実させるための方策

である。

　この国土学習と環境学習については現行

の各社教科書でも既に個別の単元として取

り扱われており，今回の学習指導要領の改訂はこ

れまでの教科書での扱いを後押しする形になって

いる。

　食料生産については，これまでの「様々な食料

生産と輸入」，「生産物の分布と土地利用の特

色」の小項目が「食料生産の概要」に，同じく

「様々な工業製品」と「各種の工業生産と工業地

域の分布」が「工業生産の概要」として一つの小

項目に合わせて示されるようになった。

　これは，食料生産と工業生産ともに，それぞれ　

の産業の概要や全体像をまず俯瞰することにより，

これまで以上に農業や工業について，広い視野で

の学習を期待するものとなっている。

　その上で，食料生産では「生産性や品質を高め

ること」，工業生産では「工業製品の改良」を取

り上げることも学習指導要領の内容に明記された。

関連して，食料生産では「輸送方法や販売方法の

工夫」，「価格や費用」，工業生産では「製造の

工程」，「工場相互の協力関係」や「優れた技

術」についても内容に示されたように，これまで

以上に様々な産業における工夫や努力の内実を深

く探究させようとする期待も込められている。

　最後に，５年の内容の中での最も大きな変更と

なるのが，新たな内容となる「情報を生かして発

展する産業」である。この「情報を生かして発

展する産業」は，私たちの日常生活だけでなく，

様々な産業においても色々な情報が多様に広く活

用されていることを考えさせようとするものであ

る。情報活用のあり方を多角的に考察することを

通して，高度化する情報社会の利点と課題を子ど

もたちが自分なりに整理できるところまでの学習

が期待されている。（永田）

第５学年の変更点とは？

　「我が国の産業と情報との関わり」という単元

において，知識・技能面で「大量の情報や情報通

信技術の活用は，様々な産業を発展させ，国民生

活を向上させていることを理解すること」と示さ

れている。内容的に従来と大きく異なる学習とな

る単元として捉え，教材の種を探していった。

　それらの中から医療に関するもの，特に健康予

測AIを教材として選択した。実際に産業として活

用されており，かつ社会的に意義が明確である。

医療分野が情報の産業活用の教材として扱いやす

い点は，情報の収集・活用者（＝医療関係者）と

提供・享受者（＝患者）という構図がシンプルで

わかりやすいことである。他の業種では，多くの

場合は情報を収集・販売する業者が間に入ったり，

情報の提供者やサービス享受者が異なっていたり

するなど，関係が複雑化することがある。また，

社会的意義として，健康予測のAIの精度がさらに

高まり広く認知が広がることは，国民の健康的な

生活を支持することに直接的に関わってくるほか，

近年高騰が話題に上がる国の医療費問題などに関

連する事項として捉えることもできる。

　「あなたの３年後の健康状態が90％の確率で

当たります」と言われたら，子どもはどのように

受け止めるだろうか。糖尿病など，生活習慣病の

健康予測AIを開発した都内のクリニック（内科）

のＴ先生にお話を伺いながら，この数字的なイン

パクトが学習の出発点になると考えた。そのAIは，

年齢や体重といった一般的な基準値ではなく“その

人”に合った判断を下すことができる。開発のきっ

かけは，研修医時代の自分の判断に不安があった

ことだという。昼夜問わず，名医と呼ばれる医師

の知見を参考にできることは，医師にとっては医

療の質を担保する一助となり，結果的に患者に

とってはより正確で，より速い判断がなされるこ

とにつながるのである。

　最初に提示した「的中率90％，収集したデー

タが4,000人」というインパクトのある数値に子

どもは着目する。「AIとは何か得体のしれないも

の」のように捉える子どももいる。単元の途中で，

AIには医師や栄養士等，専門家６名の知見が入っ

ている点に着目させたい。AIの詳細・専門的な仕

組みにまでふれる必要はない。Ｔ先生の開発への

思いや経緯も踏まえつつ，AIとは人類の英知の結

晶であり，人の営みの延長線上にある，という事

実を子どもが感じ取った上で学習を終末に向かわ

せたい。

　また，「AIが発達すると，医師がいらなくなる

のでは」と，不安の混じった意見を持つ子どもが

いる。AIの特質や人間よりも優れた部分を理解す

るのと同時に，人間の医師にしかできないことに

ついて，資料を用意しておくことで，不安を解消

して学習問題に向かっていくことができる。

（小倉）

第   5  学年の指導提案
暮らしを豊かに変えるAI
　　～AIがその人の健康を予測する～

● 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校教諭　 小倉 健太郎
● 広島大学大学院准教授 　　　　 永田 忠道

小単元事例

健康予測AIについて

教材の選定について
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この地図だけでは，産地と気候や地形との関係はよくわか

らないよ。もっとくわしく調べたいな。

畜
ちく

産
さん

物
ぶつ

の生産は，北
ほっ

海
かい

道
どう

や九
きゅう

州
しゅう

でさかんだけど，気候や地

形と関係があるのかな。

みかんは，あたたかい気候の地域が産地だから，気候を生

かして生産をしているんじゃないのかな。

日本の食料の産地　みおさんたちは，自分たちでつ

くった産地マップと①の地図を見比
くら

べながら，話し合

うことにしました。

平地に田が広がっているよ。それに，土地の使われ方を見

ると，米は全国で作られていることがわかるね。

産地マップでは，わたしたちが住む地
ち

域
いき

の近くから運ばれ

てきた農産物が多かったけれど，①の地図だと，全国各地
でいろいろな農産物が生産されているよ。

①おもな食料の産地

②さとうきびの収
しゅう
穫
かく
（沖

おき

縄
なわ

県） ③高地に広がるキャベツ畑（群
ぐん

馬
ま

県嬬
つま

恋
ごい

村）

やはり，りんごは，青
あお

森
もり

県や長
なが

野
の

県で，みかんは静
しず

岡
おか

県や

和
わ

歌
か

山
やま

県，愛
え

媛
ひめ

県でさかんに作られているね。

　日本の食料の
産地は，
どこなのだろう。

空間

　なぜ，各地でさかんに生産され

る農産物がちがうのだろう。

　国土の学習で気候や地形に合わ

せた産業がおこなわれていたこと

をふり返って予想してみよう。

見 方 ・
考 え 方
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▲ 5 年 P.70 -71

授業化におけるポイント
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単元計画案

●小単元名	 暮らしを豊かに変えるAI　～AIがその人の健康を予測する～
●小単元の目標	 社会の情報化と産業の関わりについて調べ，資料を基に健康予測のAI 登場前後の変化を比べなが	
	 ら国民生活との関連を踏まえて理解するとともに，その開発に携わった人々の働きや今後の展望や	
	 課題について，収集した情報を自分の意見の素地として考えたことや選択・判断したことを説明した	
	 り，それらを基に議論したりしながら，我が国の産業の発展を願い国の将来を担う国民としての自	
	 覚を養う。

●	健康予測のために，病院に相談に行くということについて話し合う。
●	健康予測AIがどんなものか調べ，その仕組みや予測の精度について	
　理解する。
　　　 健康予測 AI の仕組み

●		“その人”の健康を予測するAIの特質について調べ，理解する。

主な学習活動

まだ導入している病院が少ないよ。
この先どうなっていくのだろう。

資料

資 料

資

ポイント

●		AI の導入された現場で，それまで内科の医師が行っていた場合とAI	
　を活用した場合の違いについて調べる。
　　　 AI が取り入れられる前後の健康予測

●	健康予測AIの開発に至った経緯について調べ，健康予測AIの意義	
　について考える。
　　　 Ｔ先生のインタビュー記事

●	健康予測 AIの導入マップから，健康予測AIはこの先どうなってい	
　くか考える。

　　　 健康予測 AI 導入マップ

●	日本の情報産業の発展についてまとめる。
　　　 ビッグデータや AI を活用した産業の資料

●	健康予測 AI が登場した前後で，	
　生活の仕方や治療方法をより幅	
　広く，より高い確率に基づいて選	
　択できるようになったことに気づく。
●	開発にいくつも壁があった点，長	
　期にわたり開発されてきた点を踏	
　まえて自分の考えを持てるとよい。
●	健康予測AIの導入マップを活用	
　し，まだ導入は始まったばかりで	
　あることや，都市部に限定されて	
　いることに気づかせたい。
●	これまで調べてきたことに基づい	
　て，根拠をもち自分の考えを話す。

健康予測のAI は，どうやって開発されたのだろう。

健康予測のAI は，この先どうなっていくのだろう。

資料

資 料

資

資料

資 料

資

資料

資 料

資

資料

資 料

資

児童の活動と内容 指導上の留意点

①健康予測AIの導入マップを調べる。
教この導入マップを見て，気づいたことや考えたことは何ですか。
児 	私は，思っていたより健康予測のAIを導入している病院が少な
いと思いました。これだけ便利なのに。
	児 	僕は，まだ都市部にしかないのも気になったよ。

児開発するとき，「理解してもらうのが大変だった」ことがあったみた	
　いに，現場で受け入れてもらうのに時間がかかるのかもしれない。
児健康予測が３年先のことだから，評判が広がるのも先の事だよね。

・資料：健康予測AIの導入マップを配布する。
・健康予測AIの有用性と比べて，導入されている病
院の数の少なさについて，そのギャップから生まれる
疑問や気づきを，発言やつぶやきから拾う。

・導入は都市部に集中しており，地方には導入予定が
ないことにも気づかせたい。

②健康予測AIの今後の展望について，
　今まで調べてきたことに基づいて，自分の考えを持つ。
教健康予測AIは今後どうなっていくか，自分の考えをノートにまとめ	
　ましょう。

・それまで調べてきた資料や書籍，新聞記事等をもと
に，自分の考えを文章でノートにまとめる。

・これまでの資料を活用しながら話せるよう，児童の
手元にある資料はナンバリングしておくとよい。

③根拠に基づき，自分の考えを話し合う。
児もうすぐ患者のデータが30,000人分増えるみたいだけど，デー	
　タがもっと増えたり，判断する専門家のデータの数が増えたりす	
　ると，もっと使う病院が増えると思う。
児まだ実用化されたばかりだから，判断が数秒で行えることなどが	
　医師もわかれば広がっていくんじゃないかな。
児大きな病院が少ない地方の方が必要だと思うけど。
児都市部の大きな病院で結果が出ると，地方の病院でも導入すると	
　ころが少しずつ増えていくと思うな。

・何に基づき話しているか他の児童に伝わるよう，掲
示資料を充実させたり，ICT機器を活用したりする。

・	医療分野でAI 利用が普及する上での問題のうち，
これまで調べた事実からわかることを中心に扱う。
・健康予測AIの有用性から普及が広がるという意見，
普及に向けた難しさを指摘する意見の他に，どうす
れば普及していくかという意見も丁寧に扱いたい。

・患者の視点や医師の視点など，だれの立場で考えた
意見であるか，整理しながら板書していく。

④多様な視点から，健康予測AIの普及や，
　医療用AIの発展について自分の考えを持つ。
教話し合いをふり返り，自分の考えをノートにまとめましょう。
児健康予測AIがもっと多くの病院で導入されるといいな。
児健康予測AIがこれからどうなっていくのか，調べていきたい。
児他にも医療用のAIがあるのか調べたい。
児医療以外に，私たちの暮らしに役立つAIが利用されているのかな。

・健康予測AI が今後普及していくことが，国民の生
活向上にどう影響を与えるか踏まえて考えさせる。

・話し合いの内容と照らし合わせて自分の考えをふり
返らせる。

・他の医療用AIや，医療以外のAIの活用に興味を	
示した児童の意見も取り上げ，次時の学習につなげ	
たい。

教…教師の発問・指示・説明例
児…予測される児童の発言

本時の展開例

…配分時間

10分

10分

20分

5分

　小倉先生の授業は，5年の新たな内容である「情報を生かして発
展する産業」の学習を展開する上でのヒントが満載されたモデル
実践と評価できる。
　健康予測AIを中心的な学習材として考察を進めながら，医療や
医療産業の中で今後にさらに高度な情報活用の進展が図られて
いく可能性を進歩的に追究しつつ，私たちの生活への影響につい
ても慎重に子どもたちと考えようとする手立てが，小倉先生の単元

と本時には通底されている。
　このような授業実践を通して，不安の混じった意見を持つ子
どもがいる，という小倉先生の見取りも興味深い。現実と近未来
が交錯する情報社会への期待とともに，そのような社会の中で
子どもたちが主権者として市民としての不安も抱きながら，未知
の社会問題にも果敢に取り組んでいく資質・能力の育成の方向
性を，小倉先生のモデル実践から学ぶことができる。

こんなに便利なAI が，
使われるようになったんだ。
どうやって開発されたのだろう。

学習問題 　健康予測のAI は，この先どうなっていくのだろう。

　　　…本時の中心発問
…みんなで考えたい問題

わたしたちの問題

学習問題

●	例として，授業者が「健康予測	
　のために病院に相談に行きたいと	
　思う」と投げかけてみてもよい。	
　「予測のために病院に行く」とい	
　う意識はあまり持っていないこと	
　に気づかせる。
●	AI は人間が扱えない大量のデー	
　タを瞬時に処理できるが，複	
　数の専門家の知見がデータとし	
　て入っており，それが判断材料と	
　なっていることにも着目させる。

●	今後データ数が増え，さらに専	
　門家の知見が増えることで，国	
　民にとってより良い医療につなが	
　ることにつなげて考えさせたい。

学習問題 　

学習問題 　

わたしたちの問題 　なぜ健康予測のAI は，それほど広がっていないのだろう。
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　今回の改訂で引き続き強調されている点は，社

会科で育てようとしている「公民的資質」の定義

である。「平和で民主的な国家・社会の形成者と

しての自覚，自他の人格を互いに尊重し合うこ

と，社会的義務や責任を果たそうとすること，社

会生活の様々な場面で多面的に考えたり，公正に

判断したりすること」などの態度や能力は，今後

も引き継がれるとされた。

　そのうえで，小学校社会科は，世界の国々との

関わりや政治のしくみや働きへの関心を高めるた

め，第６学年は，内容構成が大きく改められた。

　これまでは歴史の後に公民内容が示され，学習

活動もその順序で実践されてきたが，今回，まず

「我が国の政治の働き」，次に「我が国の歴史上の

主な事象」，そして「グローバル化する世界と日

本の役割」となり，歴史内容を公民内容が挟む形

となった。つまり，今回特に重視される「学習の

問題を追究・解決する活動」を充実するため，現

在の政治のしくみを踏まえて歴史を学習し，それ

をもとにこれからの国際社会を考察するという新

しい内容構成になった。

　これは，中教審の議論などで，６年の歴史学習

が（幕府や新政府など）政治のしくみの変化を前

提とした内容であるにもかかわらず，政治を歴史

の後に学ぶ構成となっていることが，６年の学習

を子どもたちの身近なものにしない原因ではない

かとする声などを踏まえた変化である。

　今回の改訂によって歴史学習に先立って学習さ

れる公民学習では，国や地方公共団体の「政策の

内容や計画から実施までの過程，法令や予算との

関わり」を取り上げることとされた。歴史学習に

先立って，政治のしくみ（政策の過程）を子ども

たち自身が，問いを持って対話的（協働的）に学

ぶことが，後に続く歴史学習をより主体的な学習

にする。

　そのさい，第６学年の目標の中に「地図帳や地

球儀，統計や年表などの各種の基礎的資料を通し

て，情報を適切に調べまとめる技能を身に付け

る」とあることに留意したい。つまり，「まとめ

る」活動として，子どもたち自身が地図，統計や

年表をつくって，それをもとに説明する場面があ

る授業が必要と考えられる。子どもたちに

とって，年表等の資料は，既製品を使うだけ

でなく，自らつくるものという常識を付けた

いものである。それが，今後，子どもたちが

中学生・高校生となったときにも生きて働く

技能となるだろう。加えて，それら資料をも

とに子ども同士が対話し互いに学びを深める

経験が，意見を異にしても人格を互いに尊重

し合う民主的な「公民的資質」を育むことに

なろう。（土屋）

何が変わらず何が変わるか？

第6学年での主体的・
対話的で深い学び

　第６学年社会科において，今回の学習指導要領

の改訂の要点は，何といっても内容構成が変わり

政治学習が歴史学習の前におかれたこと。その政

治学習においても，先に「日本国憲法や立法，行

政，司法の三権と国民生活に関する内容」が示さ

れ，「国や地方公共団体の政治の取組に関する内

容」と順序が変わったことであろう。それは，政

治の働きへの関心を高めることとともに，６年社

会科に一つの筋道ができたことだと考えられる。

現在の政治のしくみを学習し，それが日本の歴史

の中でどのように獲得されてきたかを学び，国際

社会での我が国の役割を考えることを経て，わた

したちの未来を見据えていくことができると考え

られるからである。

　憲法の三原則（国民主権，基本的人権の尊重，

平和主義）と，わが国の政治のしくみ（国会，内

閣，裁判所）とを一つの小単元として指導提案をし

たい。

　まず，大単元の導入で，首相や地方公共団体の

長の写真を提示し人物から学習に入る。どちらも 

国，地方公共団体というまとまりを治めている人

物であることをおさえ，そこに３年生から５年生

までの既習内容のうち，政治，法やきまりに関わ

る内容を，写真等を活用し想起させる。このと

き，「政治」の定義について説明しておく。今後

繰り返し出てくる言葉についてはっきりさせてお

くことが子どもたちの学習の支えとなる。その

後，小単元の導入において，首相などが日本国憲

法を基に政治をおこなっていることを知らせる。

あえて，先に政治と日本国憲法に繋がりがあるこ

とをつかませることで，子どもの生活と政治や日

本国憲法との繋がりに疑問をもたせる布石のよう

にする。

　次に，日本国憲法が最高法規であること，基本

的な考え方である三原則等について調べさせる。

「憲法記念日」にからめると，学習時期もふま

え，効果的であると考える。

　後半では，身近な公共施設等を取り上げ，子供

の日常生活と政治や日本国憲法とのギャップから

疑問をもたせ，学習問題を見出して学習を展開し

ていく。政治をおこなう人物や日本国憲法と子供

をうまくつなぎ合わせることができれば，その学

習がぐっと身近になると考える。ここで日常生活

に根差した学習を展開することで，このあとに続

く国や地方公共団体政治の働きの学習の理解がよ

り深まると思われる。

　小単元の終末において，例えば模擬選挙をした

り，模擬裁判員裁判をしたりする活動を設定する

ことで，自分たちにできることを考えさせたい。 

 （仲）

「政治」から始まり「歴史」を通して
「未来」へ繋がる６年社会科

第   6   学年の指導提案

小単元終末の活動について

わたしたちのくらしと日本国憲法● 東京都豊島区立千早小学校教諭　	仲 純平
● 愛知教育大学教授			 	 土屋 武志

小単元事例

日本国憲法と政治のしくみ

▲ 6 年 P.6-7

▲ 6 年 P.8

▼ 6 年 P.10
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単元計画案

●小単元名	 わたしたちのくらしと日本国憲法
●小単元の目標	 日本国憲法の基本的な考え方に着目して，我が国の民主政治を捉え，日本国憲法が国民生活に果	
	 たす役割や，国会，内閣，裁判所と国民の関わりを考え，表現することを通して，日本国憲法は国	
	 家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること	
	 や，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを理解するととも	
	 に，立法，行政，司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解できるようにする。

●担任，地方公共団体の長，首相の写真を提示し，それぞれが学級，	
	 市区町村，国というまとまりを治めることを任された人物であること	
	 を通して，政治の学習に関心をもたせる。
　　　 担任，地方公共団体の長，首相の写真

●首相，地方公共団体の長が日本国憲法を基に政治をおこなっている	
　ことを知り，日本国憲法や政治について疑問を話し合う。

主な学習活動

日本の政治は日本国憲法にもとづいて
おこなわれているのかな。

資料

資 料

資

●政治を身近に感じさせるために人	
	 物から導入し，３年生から５年生	
	 までに学習した政治に関わる内容	
	 を想起させていく。
●政治の定義をおさえる。

●学習問題をつくり，問題を解決す	
	 る見通しをもたせる。

ポイント

●国民主権について，日本国憲法の前文などを基に調べる。
　　　 日本国憲法前文（平易にあるいは要約したもの）

●基本的人権の尊重について調べる。
　　　 日本国憲法条文，国民の権利や義務の図

●基本的人権の広がりを調べる。
　　　 子どもの権利条約，障害のある人と働く職場（写真）

●平和主義について調べる。
　　　 平和祈念式典の写真，市（区，町，村）の平和宣言

●国会のはたらきを調べる。
●内閣のはたらきを調べる。
●裁判所のはたらきを調べる。
●調べてきたことを関係図にまとめ，学習問題について考える。

●憲法の基礎となっている考えであ	
	 るので，確実におさえる。

●現代社会の具体的なテーマを取り	
	 上げて話し合わせてもよい。
●政治先習であるので，戦争につい	
	 ては要点をおさえて説明する。
●三権相互の関係をおさえる。18	
	 歳選挙権，裁判員制度について	
	 ふれる。
●複数の立場や意見をふまえ，多	
	 角的な見方をさせたい。

わたしたちのくらしと日本国憲法や政治は，どのような関わりがあるのだろう。

資料

資 料

資

資料

資 料

資

資料

資 料

資

資料

資 料

資
　6年生進級直後で，クラスのメンバーも替わっている場合
もある中での社会科の授業，そのスタートは，子どもたち自身
の身近な疑問（問題）を大切にしたい。子どもは，社会のどん
な出来事に興味を持っているだろうか？その疑問を「政治」や
「憲法（人権）」というキーワードにつなげるのがこの単元の
役割である。そのさい，社会の問題を「だれが引き起こしてい
るか」，「だれが解決しようとしているか」など，人物に視点を
あてると，「なぜその人はそのようなことをしているのか？」と

いう追究につながっていく。
　このような追究のもとになる疑問を引き出すとき，新聞
は非常に効果的である。教師が1週間分の新聞を取ってお
き，そこから疑問をさがさせる活動がある。このような活動
から，社会の問題を解決するために民主的な政治のしくみ
があることに気づかせることができれば，クラスでの学びを
も「自治的（主体的）」に進めることの大切さを自覚させる
ことになるだろう。

児童の活動と内容 指導上の留意点

①本時のめあてを知る。
教首相や市（区，町，村）長は，どんな考えを基に政治をおこなっ
　ているのでしょう。
児 	法律があるんだと思う。
	児 	憲法じゃないかな。

・担任は，教育目標などを基に子どもたちを育ててい
ることをあらかじめ話しておく。
・日本国憲法が基になっていることを伝える。

②日本国憲法の基本的な考え方を調べる。
教日本国憲法とは，どのようなものなのでしょうか。
児国のきまりの中で最高のもの。
児すべての法律のもととなるもの。
児三つの原則がある。

・日本国憲法についての資料を示す際，ここでは，最
高法規であること，三つの原則があること，祝日と
関係があることをつかませる。

・祝日にからめて，憲法記念日は5月3日だが，これ
は施行された日であり，公布されたのは11月3日だ
ということもおさえたい。

③日本国憲法や政治とくらしのつながりについて，疑問を話し合う。
教 	写真を見て，日本国憲法や政治について疑問に思ったことを話し
合いましょう。

児写真の場所と日本国憲法はかかわりがあるのかな。
児今まで学習したことは，日本国憲法のどの原則に関係するの。
児どんな願いでこの建物は建てられたのだろう。
児基本的人権の尊重ってどういうことかな。
児国民主権は，生活のどんな場面に表れているのかな。

・身近な施設，3〜5年生での政治に関わる学習など
の写真を用意する。

・	一人→グループ→全体と話し合いを広げていく。
・日本国憲法，国民主権，基本的人権の尊重 , 平和
主義などの言葉を使って話し合わせる。

④学習計画を立てる。
教どんなことを調べれば，学習問題を解決できそうですか。
児三原則から調べたほうがいいと思う。
児日本国憲法ってどんなことが書いてあるか調べてみようよ。
児選挙も関係あるんじゃないかな。

・学習問題をどのように解決していくか，見通しをもた
せる。調べる順序や方法を決め，計画を立てていく。

教…教師の発問・指示・説明例
児…予測される児童の発言

本時の展開例

…配分時間

学習問題 　わたしたちのくらしと日本国憲法や政治は，どのような関わりがあるのだろう。

わたしたちの問題 　国や市（区，町，村）の政治や日本国憲法について疑問に思ったことを話し合い，
　　　　　　　  学習問題をつくろう。

大単元（わたしたちのくらしと政治）導入

小単元導入

子どもの疑問を大切に

5分

15分

15分

10分

　　　…本時の中心発問
…みんなで考えたい問題

わたしたちの問題

学習問題

学習問題 　
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３年生の社会科の学
がく

習
しゅう

で
たいせつなこと

　３年生の『小学社会』では，みんながくらしてい

るまちの今と昔
むかし

のようすや，まちではたらく人びと

が，みんなのねがいをかなえるためにどんなことを

しているのか，さぐっていきます。そうすると，自

分のまちがどんどんすきになり，そこでがんばる人

びとのことを，もっと知りたくなります。

　わたしたちの社会は，いろいろな人びとによって

つくられています。人びとは，みんながしあわせに

くらすことができる社会をめざし，ちえを出し合い，

力を合わせて生きています。

　そうした社会について学んでいくには，「すごい

な！」「なぜかな？」などおどろきやぎもんをもち，

知りたいことやよくわからないことを調
しら

べて，みん

なで考えることがたいせつです。

　それでは，みんなでいっしょに，『小学社会』と

ともに，社会科の学習をはじめましょう。

もくじ
わたしたちの住

す

んでいるところ ....... 8

１わたしたちの住んでいる市のようす ......12

1

せんたく

わたしたちのくらしと
まちではたらく人びと ..............................42

１工場ではたらく人びとの仕
し

事
ごと

....................46

　畑
はたけ

ではたらく人びとの仕事
　　　　　　　　　　　　　　　 （ 2 -1のせんたく） ........................56

２店ではたらく人びとの仕事 ........................66

2

安
あん

全
ぜん

なくらしを守
まも

る ..................................90

１安全なくらしを守る人びとの仕事 ...........92

3

4 市のようすとくらしの
うつりかわり ................................................. 124

１うつりかわる市とくらし .............................. 126

　自分たちの市を調べ，市

の大まかなようすや場
ば

所
しょ

に

よるちがいを考えましょう。

単
たん

元
げん

の学
がく

習
しゅう

を終
お

えて，もっとくわしく調べてみたい
ことや，気になったことを取り上げたページです。

海にかこまれた島
しま
のようす........................................................ 40

多くの人びとが集
あつ
まる商

しょう
店
てん
がい................................................. 88

海の安全を守る人びと.............................................................122

うつりかわるまちと人びとのくらし........................................154

 わたしたちの

学びを生かそう

　自分たちの市でものをつくっ

たり，売ったりしている人の仕

事を調べ，仕事のくふうやくら

しとのかかわりを考えましょう。

　地いきの安全を守る仕

事を調べ，そこではたら

く人びとの取
と

り組みやは

たらきを考えましょう。

　昔から今の市のようす

や人びとのくらしを調べ，

そのうつりかわりについ

て考えましょう。
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P020-021日本の地形のようす

2018年2月　地図制作：ジェイ・マップ
流用作成

138.7%拡大

　日本の国土には，多くの山地や山
さん

脈
みゃく

が見られます。特に，本
ほん

州
しゅう

の中央部には，高さ3000mぐらいのけわしい山々がそびえていて，
「日本の屋根」とよばれています。

　日本の国土の４分の３は山地で，４分の１の平地に多くの人が
住んでいます。また，山地が海岸までせまっているため，川の水

は山地から海へいっきに流れてしまいます。そのため，外国の川

と比
くら

べると，日本の川は，短くて流れがたいへん急です。

日本の地形の特色　みおさんたちは，日本の国土の特

色を地図帳などで調べることにしました。

　日本の国土は，
山地が多いんだね。

①日本の川と外国の川

②飛
ひ
驒
だ
川（岐

ぎ

阜
ふ

県） ③日本の地形

山地 平地いくつかの山が集まって，
一つのまとまりをつくって
いるところ

山がなく，平らになって
いるところ

山
さん
脈
みゃく
……山地のうち，山のみねがつ

　　　　ながって続いているもの
高地……山地のうち，表面がなだら
　　　　かになっている土地
高原……山地のなかで，表面が平ら
　　　　になっている土地

平野……平地のうち，海に面して広
　　　　がっている土地
盆
ぼん

地
ち

……平地のうち，まわりを山に
　　　　囲

かこ

まれている土地
台地……平野や盆地のなかで，まわ
　　　　りより高くなっている平ら
　　　　な土地

高原 山地

高地

山脈
さんみゃく

平野

盆地

平地 台地

ぼん ち

5年上20ページ　日本の川と外国の川

天地44×101ミリ
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高
さ

河口からのきょり
か こう

セーヌ川（フランス）
（全長780㎞）

メコン川（ベトナムなど）（全長4425㎞）

ミシシッピ川
（アメリカなど）
（全長6019㎞）

アマゾン川（ブラジルなど）
（全長6516㎞）

コロラド川（アメリカ）
（全長2333㎞）

ナイル川（エジプトなど）
（全長6695㎞）

木曽川（愛知県など）
（全長227㎞）

き あいちそ

信濃川（新潟県など）
（全長367㎞）

にいがたのしな

利根川（茨城県など）
（全長322㎞）

と ね いばらき

　平野は海に
面して広がっ
ているよ。

④いろいろな地形

空間

　日本は，どのような地形だとい

えるのだろう。

見 方 ・
考 え 方　日本の地形には，

どのような特色が
あるのだろう。

5

20 21

❸地
じ
震
しん
による被害（1995年，兵

ひょう

庫
ご

県神
こう

戸
べ

市）

❹地震による被害（2016年，熊
くま

本
もと

県益
まし

城
き

町） ❺高
たか
潮
しお
による被害（2014年，北

ほっ

海
かい

道
どう

根
ね

室
むろ

市）

❻竜
たつ
巻
まき
(2012 年，茨

いばら

城
き

県つくば市）

❼地震によっておきた津
つ
波
なみ
（2011年，宮

みや

城
ぎ

県岩
いわ

沼
ぬま

市） ❽豪
ごう
雨
う
による土

ど
石
せき
流
りゅう
の被害（2017年，福

ふく

岡
おか

県朝
あさ

倉
くら

市）

日本の
自
し

然
ぜん

災
さい

害
がい

❶火山の噴
ふん
火
か
（2017年，宮

みや

崎
ざき

県，鹿
か

児
ご

島
しま

県）

❷大雪による被
ひ
害
がい
（2018年，福

ふく

井
い

県坂
さか

井
い

市）

1

7

6

5

2

8

4

3

1

7

6

5

2

8

4

3

266 267

①国会のようす　選挙に当選した衆議院議員は 300人で，全員が男性でした。右はしの人が議長で，その前に立って演説して
いるのが議員です。

②大日本帝国憲法のもとでの国のしく
　み

国民を
治める納税

天皇
（主権者）

挙
選

軍隊を率いる

国を治める

のうぜい

兵役
へいえき

 内閣
天皇の政
治をたす
ける

陸軍

海軍

裁判所
天皇の名
で裁判を
おこなう

さないかく いば

てんのう

んしょ
帝国議会
天皇をたすけ
て法律などを
つくる

貴族院 衆議院
 

 

国 民

ほうりつ

　憲
けん

法
ぽう

発布の翌
よく

年
とし

には，最初の選挙がおこなわれ，第１回の国会
が開かれました。国会は皇

こう

族
ぞく

・華
か

族
ぞく

のほか，天皇が任命する議員

からなる貴
き

族
ぞく

院
いん

と，国民によって選ばれた議員からなる衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

とに分かれていました。

憲法ができ，国会が開かれたことで，日本にも新しい政治

のしくみができたんだね。

新しい政治のしくみになって，選挙もおこなわれ，人々の

願いはかなえられるようになったのかな。

欧
おう

米
べい

のような近代的な政治のしくみができたことが，外国

との関係に，どのようにえいきょうしたのかな。

現在の国会は，衆議院と参
さん

議
ぎ

院
いん

からなる二院制だよね。

国会の開設　れんさんたちは，国会が開かれたことを

知り，調べました。

　れんさんたちは，これまで学んできたことについて，

①から③の資料を見ながら，みんなで話し合いました。

　れんさんたちは，明
めい

治
じ

維
い

新
しん

のあと，日本が欧
おう

米
べい

諸
しょ

国
こく

と肩
かた

を並
なら

べるよう努力したことを知りましたが，この

あと，さらにどのような国づくりが進められたのか気

になり，調べることにしました。

③大日本帝国憲法と日本国憲法の比較

大日本帝国憲法 日本国憲法

主
しゅ

権
けん

者
しゃ

天皇 国民

国民の
権利

法律の範
はん

囲
い

内
で権利を認

みと

め
る

おかすことの
できない永久
の権利として
保
ほ

障
しょう

される

国民の
義務

兵
へい

役
えき

，納
のう

税
ぜい

，
（教育）

勤
きん

労
ろう

，納税，
教育

戦　争
軍隊をもち，
天皇に指

し

揮
き

権
がある

戦争を放
ほう

棄
き

す
る

　国会は，
どのようなもの
だったのだろう。

　くらしを欧米に近
づけようとしたけれ
ど，このあと，まだ
国づくりは続いてい
くのかな。

　新しい産業をおこし，くらし
を変えていこうとしていたけれ
ど，日本の産業はこのあとも発

はっ

展
てん

していくのかな。

　憲法をつくって，政治のしくみ
をはっきりとさせたんだ。でも，
③の資料を見ると，政治の学習で
学んだ日本国憲法と比べると，い
ろいろちがうところがあるね。

　自由民権運動の高まりも
あって，選挙をおこない，
国会をつくって，新しい国
づくりをはじめたんだね。
でも，国会についても，今
の国会のしくみと，ちがっ
ているね。どうしてだろう。
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5

10

5

5

5

③森林のようす（真
ま

庭
にわ

市）

岡
おか

山
やま

市や倉
くら

敷
しき

市が市街地になるよね。３年生で学
んだように，海の近くだね。

県の北部には森林が広がっているね。どのような

市があったかな。

①の地図は，県内の土
と

地
ち

利
り

用
よう

をあらわした地図だ

けれど，市
し

街
がい

地
ち

は，南に多いね。

土
と

地
ち

利
り

用
よう

のようす　ゆいさんたちは，①の地図

をもとに，②から⑤の写真も見ながら，気づい

たことを話し合いました。

工場が多いのは，瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

に面したところだね。

港があるからかな。

鳥 取 県

県

庫

兵

県

島

広

中 国 山 地

津 山 盆 地

吉 備 高 原

岡 山 平 野

蒜 山 高 原

か がわ

香 川 県
瀬 戸 内 海

吉旭高
梁 井

川川
川

ちゅう ごく

とっ とり

つ やま ぼん ち

ひる ぜん こう げん

き び こう げん

おか やま へい や

ろ
ひ

ま
し

と
ない

かい

せ

か
た

ひ
さ
あ し

よ

い
し
は

ご

30km20100

畑

工場の多いところ

かじゅ園

田

森林など

市街地
がいし ち

①岡山県の土地利用図

　ゆいさんたちは，地形と関連づけてみること

で，岡山県の土地利用がわかりました。

キーワード
土
と

地
ち

利
り

用
よう

　地形や気
き

候
こう

といった自然のじょ
うけんを生かして土地を利用する
こと。どのような土地利用をして
いるかを調べることで，人々のく
らしのようすがわかります。

④昔の町なみが残っているところ（高梁市）

⑤工場が多いところ（倉敷市）

②かじゅ園のようす（新
にい

見
み

市）

⑥気づいたことを話し合うようす

学び方・調べ方コーナー　

読 取み る
土地利用図の読み取り方
　土地利用図とは，土地の使わ
れ方をあらわした地図のこと

たしかめる

見つける

考える

９ページの市をあらわした地
図を使って，その位

い

置
ち

をたし
かめる。

11ページの地
ち

勢
せい

図
ず

とも見く
らべてみる。

色のちがいによって，土地の
使われ方をあらわしているこ
とに注目する。

県内のどこでどんな土地利用
がされているのか考える。

表題は何か。

やってみよう

　11ページでつくった白地図を
重ねて，土地利用をかくにんし

てみよう。

　岡
おか

山
やま

県は，
場所によって，
どのように
土地の使われ方が
ちがうのだろう。

高
たか

梁
はし

市など，昔の町なみが今も残っているところ

もあるよ。
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⑤今の那須野原

蛇尾 川
川

那
珂

川
熊

川
箒

第
三
分
水第

四
分
水

第
須
那

疏
二
分
水

水

第
分
一
水

200m

300m

400m

500m

大田原市

矢板市

佐久山

那須塩原市

鍋掛

西岩崎

亀山

板室
1

2

4

3

にしいわざき

やいたし

な
か

び
さ

ほ
う
き

く

な
す

そ
す
い

ま

おお

な すしおばら

たわら

さ くやま

いたむろ

かめやま　

なべかけ

畑

工場

市がい地

田

樹林

牧草地

ゴルフ場

川
水無川）（
那須疏水

じゅりん

ぼくそう ち

みずなし

そすい3km0

④疏水記念碑
ひ

③第一分水　分水
　とは，水をえる
　ために，元の流
　れから水を分け
　ることです。

那
な

須
す

疏
そ

水
すい

のしせつを見学する　ゆいさんたちは，

那須疏水についてくわしい磯
いそ

さんに，ずい道や

川の下を流れるふせこし，用水路などのしせつ

を案
あん

内
ない

していただきました。

　那
な

須
す

疏
そ

水
すい

には，
どのようなしせつが
あるのだろう。

　流れてきた石や砂が，流れがゆる
やかになる谷の出口で，おうぎ形に
積もってできた土地

せんじょう地

火山灰
か ざんばい

地下水
土砂
ど しゃ

水無川
みずなし

川

川

⑧せんじょう地のだんめん図

那須疏水をよく知る磯さんの話

　「水もちがよくない那須野原の土地」

の問題は，実は，大昔の那須野原の土地

のでき方にあります。

　大昔，山から流れ出てきた石や砂
すな

で，那須野原の一
いっ

帯
たい

はせんじょう地とよばれる土地になりました。その

あと，いろいろな火山のふん火によって，赤土が積
つ

も

りました。そして，川のはんらんによって多くの場所

で赤土が流され，そこに石や砂がたまりました。

　こうしたことが何回もくり返されることによって，

那須野原は，石ころだらけですき間が多く，水が通っ

てしまう土地になったのです。⑦や⑧の図は，ひとめ
でわかるように用意したものです。

⑥ふせこしに使われた石組みを調べるようす

　磯さんは，ゆいさんたちがぎもんに思ってい

た「水もちがよくない那
な

須
す

野
のが

原
はら

の土地」につい

て，⑦や⑧の図などを使って，くわしく教えて

くださいました。

②亀
かめ
山
やま
ずい道　ずい道とは，トンネルのことで

　す。亀山ずい道は，およそ900mもあります。

①西
にし
岩
いわ
崎
ざき
の取水口　1976（昭

しょう

和
わ

51）年につくり
　直された，那

な

珂
か

川にある取水口です。 ⑦磯さんが用意してくれた，那須野原
　の原野ができるまでの図

雨雲

山くずれがおこり
土砂が流される

土砂が
たまる

山くずれがおこり
土砂が流される
ど しゃ

土砂の上に
火山灰がつもる
か ざんばい

火山灰が
残った
ところ

のこ

火山灰が
雨により
流された
ところ
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　わたしたちの住む社会では，さまざまな争いごとや犯罪がおこって

いますが，憲
けん

法
ぽう

や法
ほう

律
りつ

にもとづいてそれらを解決したり，罪のあるな

しを決めたりするのが裁判所です。また，国会が決めた法律や，内
ない

閣
かく

がおこなう政治が憲法に違
い

反
はん

していないかについても判断します。ま

た，だれでも公正な裁判を受ける権
けん

利
り

をもっています。

　2009（平
へい

成
せい

21）年５月からは，国民が裁判員として裁判に参加する，

裁判員制度がはじまりました。長いあいだ，専
せん

門
もん

家に任されていた裁

判に，国民の感覚を取り入れ，国民の裁判に対する理解と信
しん

頼
らい

を深め

るための制度です。裁判の時間を短くすることもこの制度のねらいの

一つです。

地方裁判所の人の話

　裁判員による裁判とは，殺人・放火などの重

大な事件について，地方裁判所でおこなわれる

最初の裁判に国民が参加する制度です。裁判員

になった人からは，「裁
さば

くことは決して気持ちのよいことではあ

りませんでしたが，裁判を通して，社会に対してこれから何をお

こなっていったらよいのだろうかということを考える機会になり

ました。」という意見も聞かれました。

②裁判のしくみ
　　裁判の判決に納

なっ

得
とく

できないとき
は，さらに上級の裁判所にうった
えることができます。これは，裁
判をより慎

しん

重
ちょう

におこなって，判決
にまちがいがないようにし，国民
の人権を守るためのしくみです。
これを三

さん

審
しん

制
せい

といいます。

高等裁判所

最高裁判所

地方裁判所 家庭裁判所

簡易裁判所
かん い

さいばんしょ

①最高裁判所のようす　重要な裁判をおこなう15人の裁判官全員による大
だい

法
ほう

廷
てい

のようす

③三権分立のおもなしくみ
　裁
さい
判
ばん
所
しょ
は，

どんなことを
するところ
なのだろう。

裁
さい

判
ばん

所
しょ

のはたらき　ゆいさんたちは，裁判所のはたら

きについて調べることにしました。

　国会・内閣・裁判所の三つの機関が，それぞれ仕事を分
ぶん

担
たん

して進め

るなかで，たがいに確
かく

認
にん

し合うしくみがあります。

　それは，国の権力を立法（国会），行政（内閣），司法（裁判所）の三つ

に分け，権力が一つのところに集まることをさける政治のしくみのこ

とです。これを三
さん

権
けん

分
ぶん

立
りつ

といい，日本国憲法できちんと定められてい

ます。

　ゆいさんたちは，国会・内閣・裁判所のそれぞれの

関係についてまとめた③の図を見てみることにしまし

た。

選挙制度や裁判員制度など，国民も積極的に政治のことを

考えなければならないんだね。

●内閣の政治が憲法に違反していないか判断する

●裁
さい
判
ばん
官をやめさせるかどうかの

裁判をする

●最高裁判所の長官を指名する
●そのほかの裁判官を任命する

●法
ほう
律
りつ
が憲

けん
法
ぽう
に

違
い
反
はん
していな

いかについて
判断する

●内
ない
閣
かく
総理大臣を国会議

員のなかから指名する
●内閣を信任しないこと
を決議する

●衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
の解

散を決める
●国会の召

しょう
集
しゅう

を決める

キーワード
三
さん

権
けん

分
ぶん

立
りつ

　三権分立の考え方は，フランスの
学者が形にし，その後，アメリカの
憲法で最初に実現したとされていま
す。

学び方・調べ方コーナー　

読 取み る
しくみ図の読み取り方

確かめる

見つける

考える

なぜ，三権分立のしくみが必要
か，三権それぞれの立場に立っ
て考える。

国会・内閣・裁判所それぞれの
仕事を確かめる。
それぞれが，どんな役割をはた
しているか読み取る。

何をあらわしている図か確かめ
る。

内
ない

閣
かく

（行政）

国は，三権分立のしくみをもとに，政治を進めているんだ

ね。三つの機関それぞれの役
やく

割
わり

をうまくはたすことで実現

するんだね。

裁
さい

判
ばん

所
しょ

（司法）

世
せ

論
ろん

国会
（立法）

選挙

国民審
しん

査
さ

国民
よ ろん

国の政治は，国会・内閣・裁判所が仕事を分担して進めて

いるけれど，国民も，選挙や世
せ

論
ろん

，国民審
しん

査
さ

によって，政

治に関わっているといえるね。

　　　　　　　　　　　　　
よ ろん
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姫 路 港
ひめ こうじ

に
し
し
か
ま し

か
ま

め
が

い

ゆ
め
さ
き

夢
前
川

い
ち市

川

ひ
ろ
は
た

ゆ
め
さ
き
が
わ

鉄 道
家が多いところ

田
森 林 ・ 緑 地

てつ どう

りん りょくち

学 校
工 場
神 社
じん じゃ

1000m0

平成32年度版小学社会3年
P32河口ふきんの地図

2018年2月　地図制作：ジェイ・マップ

しゃしん ほうこう
写真をとった方向

①下流ふきんのようす

③鉄の板をつくる工場のようす

②下流ふきんの地図 ④姫路市のしゅるいべつの工場の数（平
へい

成
せい

28年経
けい

済
ざい

センサス活
かつ

動
どう

調
ちょう

査
さ

）

　みおさんは，大きな鉄
てつ

の板
いた

をつくる工場では

たらくお父さんに，話を聞きました。

学び方・調べ方コーナー　

読 取み る
絵グラフの読み取

と

り方
たしかめる

一つでどれくらいの数をあら
わしているか。

考える

読み取ったことから，ぎもん
を出して話し合う。

見つける

自分たちの市では，どんな工
場が多いか。

川にそったところ〜下
か

流
りゅう

ふきん〜　

　次
つぎ

に，下流ふきんのようすを調
しら

べました。

下流ふきんは，原料やせい品を運ぶのにべんりだ

し，たくさんの水も手に入れやすいんだね。

うめ立ててつくられたところだから，海岸線が

まっすぐなんだね。

⑤まっすぐで広い道路を走るトラック

⑥川ぞいにある工場　たとえば，金ぞ
くを加

か

工
こう

する工場では，金ぞくをひ
やすのにたくさんの水がひつようで
す。そのため，水をたくさん使うの
にべんりな川や海のそばに，工場が
たてられています。

工場ではたらくみおさんのお父さんの話

　わたしの工場は，姫
ひめ

路
じ

港
こう

に面
めん

したと

ころにあり，自
じ

動
どう

車
しゃ

や電気せい品
ひん

などに

りようされる鉄の板をつくっています。

　このあたりは，海をうめ立ててつくられた場
ば

所
しょ

で，

海
かい

岸
がん

線
せん

はまっすぐになっています。港があるので，大

きな船を使って原
げん

料
りょう

やせい品を運ぶことができ，とて

もべんりです。また，広い道
どう

路
ろ

が通り，トラックでも

のを運びやすくなっています。

　鉄の板をつくるときには，川の水をたくさん使いま

す。使う水のほとんどはくり返
かえ

しりようしています。

機械 304
金ぞく 238
食りょう品 160
かわせい品 63
いんさつ 62
化学 39
プラスチック 38

小3・P33　姫路市のおもなしゅるいべつ工場数

天地74×左右115ミリ

機械
き かい ひん か がく

金ぞく 食りょう品 かわせい品 いんさつ 化学 プラスチック

（2016年）

…50の工場の集まり
あつ

304

238

160

63 62

39 38

　下
か

流
りゅう

ふきんは，
どのようなようす
なのだろう。

大きな工場が見えるね。一つの工場だけではなさ

そうだよ。何をつくっているのかな。

工場の四角い土地が，海につき出しているように

見えるよ。どのようにしてできた土地なのかな。

工場の近くの港
みなと

に船がとまっているね。何を運
はこ

ん

でいるのだろう。

②の地図からは，まっすぐに整
ととの

えられた道がある

のがわかるね。船以
い

外
がい

にも，この道を使
つか

って，で

きたものを運ぶのかもしれないよ。
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②今の一番がい①40年前の一番がい

⑦菓子屋横丁

川越町なみ委
い

員
いん

会
かい

の原
はら

さんの話

　40年ほど前，お客
きゃく

さんが駅
えき

前
まえ

の店を

りようするようになり，商
しょう

店
てん

がいのお

客さんがへってきました。

　そこで，委員会では「くらづくりの町なみを生かし

て，商店がいがにぎわうようにしよう。」とはたらき

かけました。この運
うん

動
どう

が広がり，市や地いきの人の

協
きょう

力
りょく

のおかげで，1999(平
へい

成
せい

11)年，でんとうてきなた
てものや町なみをたいせつにしている地いきだと国に

みとめられ，多くの人が川越をおとずれるようになり

ました。

川
かわ

越
ごえ

市の今～くらづくりの町なみを生かす～

　はるとさんたちは，①と②の写
しゃ

真
しん

をくらべて

話し合いました。 　はるとさんたちは，原さんの話を聞いて，ど

れくらい観
かん

光
こう

客
きゃく

がふえたのか気になったので，

しりょうで調
しら

べました。 

　そこで，はるとさんたちは，今の市の交通に

ついて調べてみることにしました。

天地67×左右56ミリ

小3年・P145_B　外国人観光客数のうつりかわり
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小3年・P145_A　観光客数のうつりかわり
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どうして今のような町なみになったのか，くわし

い人に話を聞いてみようよ。　　　　

④を見ると，2016年の観光客の数が，1990年のお
よそ２倍

ばい

になっているね。

外国人の観光客も毎年ふえているようだね。外国

語で書かれたパンフレットを見たことがあるよ。

町なみを見に来るだけではなく，川越まつりや菓
か

子
し

屋
や

横
よこ

丁
ちょう

などの商店がいも人気なのではないかな。

これまでは，交通がはったつすることで家やしせ

つがふえていたよね。観光客がふえたのも，交通

のはったつとかんけいがあるのではないかな。

⑥川越まつり　今からおよそ 370 年
も前からつづく祭

まつ

りで，毎年たくさ
んの観光客がおとずれます。

③町なみをたいせつに守
まも
るためにおこ

なったこと　今からおよそ 25年前
には，今のような町なみになりまし
た。

町なみをほぞんするため
のちょうさをする。

かんばんをとりはずして，
くらづくりが見えるよう
にする。

電線を地
じ

面
めん

の中にうめて

電
でん

柱
ちゅう

をなくし，ながめを

よくする。

市に対
たい
して，でんとうて

きなたてものをほぞんし
てもらえるよう，おねが
いをする。

　くらづくりの
町なみはどのように
ほぞんされたの
だろう。

④観光客の数のうつりかわり（川
かわ

越
ごえ

市
し

役
やく

所
しょ

しりょう）
⑤外国人観光客の数のうつりかわり
　（川越市役所しりょう）

学び方・調べ方コーナー　

読 取み る
ぼうグラフの読み取

と

り方
たしかめる

見つける

考える

読み取ったことから，ぎもん
を出したり，予

よ

想
そう

を立てたり
してみる。

最
さい

大
だい

と最小の数を読み取る。

全
ぜん

体
たい

のへんかのようすをとら
える。

表
ひょう

題
だい

は何か。

たてじくと横
よこ

じくは何をあら
わしているか。
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40年前は，電
でん

柱
ちゅう

があったり，かんばんがあったり

して，今とようすがちがうよ。なぜだろう。

　学年の導入として，前学年の社会科学習を振り返り，
１年間の各単元の学習内容を概観することで，１年間の
見通しをもつことができるとともに，教科書全体の内容
と資料，学び方・調べ方コーナーなどを具体的に見るこ
とができ，学年内の学習内容の関連や学習技能育成など，
児童の実態に即した構想を考えることができます。

　今回の学習指導要領では，子どもたちが「主体的・対話的で深い学び」ができる実践に向けた授業改善として，「児
童が学習の見通しを立て，学習したことを振り返る」活動を重視しています。
　2020年度版の教科書では，今までの上下 2冊本を合本の 1巻構成にし，見通しと振り返り，内容と教科等横断的な
関連を重視した編集となっています。特に次の４点について新教科書に即して合本のメリットを紹介します。

　５年では，第１大単元「日本の国土と人々のくらし」
での「２日本の地形や気候」が，人々のくらしや産業に
どのように関わっているのか，すなわち，第１大単元の
「３さまざまな土地のくらし」・第２大単元の「わたした
ちの食生活を支える食料生産」・第３大単元「工業生産
とわたしたちのくらし」・第４大単元「情報社会に生き
るわたしたち」との関わりの見通しが立ち，それぞれの
単元からの振り返りもできます。
　第５大単元「国土の環境を守る」では，「日本の地形
と気候」の特色からくるさまざまな環境問題を取り扱う
ため，「日本の地形と気候」に立ち返り，「日本の地形と
気候」の内容をより一層広め深め，幅広く国土を考える
ことも可能となります。

　３年第１大単元「わたしたちの住んでいるところ」で，
はじめて簡単なグラフとその読み取り方が示され，第４
大単元「市のようすとくらしのうつりかわり」で棒グラ
フが提示されています。このグラフ指導は，3年算数科
の学習指導要領に即した内容の順序になっています。
　こうした他教科との関連は，社会科における話し合い
活動や表現活動が，国語科における言語活動や情報の整
理とも大きく関わっていることから，新教科書では年間
を通し，学び方・調べ方コーナーを充実し，話し合いの
学習技能やグラフの読み取りなどの学習を着実に育てら
れるよう配慮されています。

1年間の見通しをもつ

学習技能の振り返り

単元をこえた振り返り

教科等横断的な関連

　社会科の能力・技能を確実に育て
るため，学習技能を振り返ることが
大切です。具体的に教科書の例をあ
げると，４年第１大単元では，岡山
県を例として，具体的な土地利用図
の読み取り方を示しています。（「土
地利用図の読み取り方」（P.12））
　その後の第５大単元「地いきの発
てんにつくした人々」に掲載されて
いる土地利用図（P.134）では，「土地利用図の読み取り
方」（P.12）にもどり，読み取り方のポイントを確認し，
那須野原の土地利用を読み取ることができます。

　６年では，第１大単元「わが国
の政治のはたらき」で，政治のし
くみと国民の関わりとして，国会，
内閣，裁判所の三権分立のしくみ
（P.25）を学びます。第２大単元「日
本のあゆみ」の「10国力の充実を
めざす日本と国際社会・国会の開
設」（P.181）で，先の現代の政治の
しくみを振り返り，大日本帝国憲法
のもとでの政治のしくみとの比較
ができます。
　また，第３大単元「世界のなか
の日本とわたしたち・日本とつな
がりの深い国々」（P.232）では，
学習問題「日本とつながりの深い
国は，どのようなようすなのだろ
う。」を立て，第２大単元「日本
のあゆみ」の「2 天皇を中心とし
た政治・大陸からもち帰ったもの」
（P.82）を振り返り，調べる国との
歴史的なつながりについて考える
ことができます。

▲ 4 年　P.12

▲ 5 年　P.20-21

▲ 5 年　P.266-267

▲ 6 年　P.25

▲ 3 年　P.33 ▲ 3 年　P.143

▲ 6 年　P.180-181

▲ 4 年　P.134

▲ 3 年　P.4-5

年間を通した見通しと振り返りができる新教科書
～一巻（合本）のメリット～

①国会のようす　選挙に当選した衆議院議員は 300人で，全員が男性でした。右はしの人が議長で，その前に立って演説して
いるのが議員です。

②大日本帝国憲法のもとでの国のしく
　み

国民を
治める納税

天皇
（主権者）

挙
選

軍隊を率いる

国を治める

のうぜい

兵役
へいえき

 内閣
天皇の政
治をたす
ける

陸軍

海軍

裁判所
天皇の名
で裁判を
おこなう

さないかく いば

てんのう

んしょ
帝国議会
天皇をたすけ
て法律などを
つくる

貴族院 衆議院
 

 

国 民

ほうりつ

　憲
けん

法
ぽう

発布の翌
よく

年
とし

には，最初の選挙がおこなわれ，第１回の国会
が開かれました。国会は皇

こう

族
ぞく

・華
か

族
ぞく

のほか，天皇が任命する議員

からなる貴
き

族
ぞく

院
いん

と，国民によって選ばれた議員からなる衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

とに分かれていました。

憲法ができ，国会が開かれたことで，日本にも新しい政治

のしくみができたんだね。

新しい政治のしくみになって，選挙もおこなわれ，人々の

願いはかなえられるようになったのかな。

欧
おう

米
べい

のような近代的な政治のしくみができたことが，外国

との関係に，どのようにえいきょうしたのかな。

現在の国会は，衆議院と参
さん

議
ぎ

院
いん

からなる二院制だよね。

国会の開設　れんさんたちは，国会が開かれたことを

知り，調べました。

　れんさんたちは，これまで学んできたことについて，

①から③の資料を見ながら，みんなで話し合いました。

　れんさんたちは，明
めい

治
じ

維
い

新
しん

のあと，日本が欧
おう

米
べい

諸
しょ

国
こく

と肩
かた

を並
なら

べるよう努力したことを知りましたが，この

あと，さらにどのような国づくりが進められたのか気

になり，調べることにしました。

③大日本帝国憲法と日本国憲法の比較

大日本帝国憲法 日本国憲法

主
しゅ

権
けん

者
しゃ

天皇 国民

国民の
権利

法律の範
はん

囲
い

内
で権利を認

みと

め
る

おかすことの
できない永久
の権利として
保
ほ

障
しょう

される

国民の
義務

兵
へい

役
えき

，納
のう

税
ぜい

，
（教育）

勤
きん

労
ろう

，納税，
教育

戦　争
軍隊をもち，
天皇に指

し

揮
き

権
がある

戦争を放
ほう

棄
き

す
る

　国会は，
どのようなもの
だったのだろう。

　くらしを欧米に近
づけようとしたけれ
ど，このあと，まだ
国づくりは続いてい
くのかな。

　新しい産業をおこし，くらし
を変えていこうとしていたけれ
ど，日本の産業はこのあとも発

はっ

展
てん

していくのかな。

　憲法をつくって，政治のしくみ
をはっきりとさせたんだ。でも，
③の資料を見ると，政治の学習で
学んだ日本国憲法と比べると，い
ろいろちがうところがあるね。

　自由民権運動の高まりも
あって，選挙をおこない，
国会をつくって，新しい国
づくりをはじめたんだね。
でも，国会についても，今
の国会のしくみと，ちがっ
ているね。どうしてだろう。
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